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○
八
月
二
十
七
日（
月
）

　

前
号
の
報
告
同
様
、
ま
た
も
や
ゴ
ー

ヤ
の
実
が
完
熟
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

も
う
少
し
大
き
く
な
る
か
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
土
曜
日
と
日
曜
日
の

二
日
間
で
生
育
の
行
方
は
、
大
き
く
な

る
よ
り
も
熟
す
方
に
向
い
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
す
。

　

来
年
用
の
種
を
取
る
た
め
に
、
中
身

を
出
し
て
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
前
回
の
分

と
合
わ
せ
て
、
来
年
用
の
種
は
し
っ
か

り
確
保
で
き
ま
し
た
。

○
九
月
四
日（
火
）

　

八
月
が
終
わ
り
、
九
月
に
入
っ
て
も

暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

夏
の
花
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

ア
サ
ガ
オ
は
、
ま
だ
ま
だ
元
気
に
咲
き

誇
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
青
と
紫
の
二
色
の
花
が
咲

き
ま
し
た
。
緑
の
カ
ー
テ
ン
に
は
、

ゴ
ー
ヤ
の
黄
色
く
か
わ
い
ら
し
い
花

も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
に

パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
の
花
も
加

わ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
、
水
や
り
に
精

を
出
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
環
境
課
環
境
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
１
０
）

行行
政政
相相
談談
をを
ごご
利利
用用
くく
だだ
ささ
いい

十
月
十
五
日
〜
十
月
二
十
一
日
は

「
行
政
相
談
週
間
」
で
す

　

総
務
省
の
行
政
相
談
は
、
国
の
行
政
全

般
に
つ
い
て
皆
さ
ん
か
ら
苦
情
や
意
見
・

要
望
を
聴
き
、
公
正
・
中
立
の
立
場
で
関

係
行
政
機
関
な
ど
に
必
要
な
あ
っ
せ
ん
を

行
い
ま
す
。
解
決
や
実
現
の
促
進
を
図
る

と
と
も
に
、
皆
さ
ん
の
声
を
行
政
の
制
度

お
よ
び
運
営
の
改
善
に
い
か
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
制
度
を
皆
さ
ん
に
よ
く
知
っ
て
い

た
だ
き
、
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
十

月
十
五
日（
月
）〜
二
十
一
日（
日
）に
「
行

政
相
談
週
間
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

期
間
中
に
開
催
す
る
行
政
相
談
所
、
一

日
合
同
行
政
相
談
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
阿
久
比
町
の
行
政
相
談
所
】

□
日　

時　

十
月
十
八
日（
木
）午
前
九
時

　

半
〜
午
前
十
一
時
半

□
場　

所

　

中
央
公
民
館
本
館
３
０
８
号
室

　

担
当
者　

伊
藤
政
則
行
政
相
談
委
員

※　
「
行
政
相
談
委
員
」
は
、
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
て
い
る
民
間
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
福
祉
課
社
会
福
祉
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
０
６
）

【
一
日
合
同
行
政
相
談
所
を
開
設
】

　

総
務
省
中
部
管
区
行
政
評
価
局
で
は
、

次
の
と
お
り
「
一
日
合
同
行
政
相
談
所
」

を
開
設
し
ま
す
。

　

年
金
、
税
金
、
登
記
な
ど
の
行
政
相
談

を
は
じ
め
、
相
続
、
離
婚
な
ど
の
法
律
相

談
も
受
け
付
け
ま
す
。

□
日　

時　

十
月
十
七
日（
水
）午
前
十
時

　

〜
午
後
三
時

□
場　

所　

明
治
安
田
生
命
ビ
ル
十
六
階

　

ホ
ー
ル
（
名
古
屋
市
）

※　

地
下
鉄
「
栄
駅
」
五
番
出
口
か
ら
徒

　

歩
一
分

□
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
省
中
部
管
区
行
政
評
価
局

　

�
０
５
２（
９
７
２
）７
４
１
５

　
　
　
　
　

◇　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

　

当
日
都
合
の
悪
い
方
は
、
次
の
と
こ
ろ

で
も
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◎
く
ら
し
の
行
政
・
法
律
相
談
所

　

名
古
屋
市
中
区
錦
３
‐　

‐　
２３

３１

　

栄
町
ビ
ル
九
階

　

�
０
５
２（
９
６
１
）４
５
２
２

※ 　

相
談
時
間
は
午
前
十
時
〜
午
後
六

　

時
、
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
み

◎
行
政
苦
情
１
１
０
番

（
総
務
省
中
部
管
区
行
政
評
価
局
首
席

行
政
相
談
官
室
）

　

名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
２
‐
５
‐
１

　

名
古
屋
合
同
庁
舎
第
２
号
館
四
階

　

�（
０
５
７
０
）０
９
０
１
１
０


